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報道機関提供資料 
令和３年９月１０日提供 （事前情報・事後情報） 

名 称 緊急事態宣言延長に伴う市施設の利用制限について 

日 時 令和３年８月２７日（金）～令和３年９月３０日（木） 

 

愛知県では、国の基本的対処方針に基づき「愛知県緊急事態措置」を９月３０日（木）

まで延長することとして、不要不急の外出自粛のお願いや飲食店等に対する営業時間短縮要

請などの対策を講じております。これを踏まえ、市施設においても、引き続き午後８時以降は利

用を不可とします。 

なお、この取り扱いは、８月２７日から９月３０日までとしますが、詳細については各施設に

お問い合わせください。 

 

８月２７日からの制限内容は下記のとおりです。 

  

令和３年８月２７日（金）～令和３年９月３０日（木） 

全ての施設利用は 20 時までとします。 

※ただし、今後の愛知県緊急事態措置の延長や感染拡大状況により利用制限を変更する場合があります。 

 イベント類型 

 

施設の区分 

大声での声援等なし 大声での声援等あり 

屋外 

例）周遊イベント・ 

野外ステージイベント・ 

収容定員の設定がある場合は収容率５０％以下 

参加人数の上限が５，０００人 

※収容率と人数上限でどちらか小さいほうを限度（両方の条件

を満たす必要あり） 

※収容人数が設定されていない場合は十分な人と人との距離

（１ｍ）を確保できること 

【マスクの着用が難しいと考えられる学校体育施設を含む全ての

社会体育施設および公共施設内の浴室は閉鎖します。詳しくは

別紙】 

屋内 

大規模施設 

・雁宿ホール 

大ホール 

・アイプラザ半田 講堂 

・半田赤レンガ建物ク

ラブハウス 

上記以外の施設 

※全てのケースにおいて感染対策を講じることが前提 

別紙 有          ・          無 
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問合わせ 

保健センター事務長 

沼田 昌明 

0569-84-0646 


